
協議・確認   

■「地方税の取扱いについて（再協議）」 

協議確認内容 
 合併期日が平成１８年２月１３日に変更になったため、国民健康保険税のうち次の事

項について、 

１．税率については、国民健康保険事業等の健全で円滑な運営ができるよう、医療費の

動向を考慮して、平成１8年度から統一して実施する。ただし、合併年度は旧町の

例による。 

２．軽減割合については、平成１8年度から統一して実施する。 

以上が協議・確認されました。 


